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２． 本学構成員向け研修について 

 

本学の構成員は、次の３つの教育の研修を受ける必要があり、研究倫理教育及びコンプライアン

ス教育については、eラーニング教育として、eAPRINを受講する必要があります。また、ルールを

遵守する旨の誓約書を提出していただきます。 

 

（１）  研究倫理教育  

本学の構成員に求められる倫理規範を修得等するための教育 
 

（２）  コンプライアンス教育  

競争的研究費等の不正防止対策の理解や意識を高め、不正に関する方針及びルール等を修得する

ための教育 
 

（３）  安全保障輸出管理教育  

安全保障輸出管理について、法令に則した対応を行い、どのようなことに注意すべきか等を整理

し、自主管理体制の構築・運用・対応を修得するための教育 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

研究活動に係る誓約書 

 

中部大学長 

 殿 

 

研究活動にあたっては、「中部大学における研究者の行動規範」

に則り、学内の規則等及び当該研究費の使用規則等を遵守して、

不正行為を行わないことを、また、規則等に違反して不正を行っ

た場合は、大学や当該研究費を配分した機関が定めた処分及び 

法的な責任を負うことを誓約いたします。 

 

 

                    年  月  日 

（研究者氏名） 

                               

                                                                        

（自 署） 

 

公的研究費等の執行管理に係る誓約書 

 

中部大学長 

 殿 

 

公的研究費等の執行管理にあたっては、本学及び公的研究費等

の配分機関の規則等を遵守して、不正行為を行わないことを、 

また、それらの規則等に違反して不正を行った場合は、本学や 

当該研究費を配分した機関が定めた処分及び法的な責任を負う

ことを誓約いたします。 

   

 

    年  月  日 

（事務職員氏名） 

                                   

                                                                        

（自 署） 

 

                                                          

  

【誓約書（研究者用）】 【誓約書（事務職員用）】 
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３． 不正行為に係る調査・審理・判定の取扱いについて 

 

不正行為の告発を受けたときの取扱いは、次のとおりとします。 
 

（１）  不正行為に係る調査・審理・判定  

研究倫理委員会のもと、不正行為を取扱う委員会は、次の①～③とする。  

① 予備調査委員会  ② 調査委員会  ③ 不服審査委員会 
 

（２）  不正行為に係る裁定   

不正行為の裁定は研究倫理委員会の議を経て学長が行う。 
 

（３）  不正行為に係る処分  

不正行為の懲戒は懲戒委員会の議を経て理事長が行う。 
 

４． 内部監査 

 

学長のもとに内部監査委員会を置き、次のとおり内部監査を実施します。 
 

（１）  毎年度定期的に予算執行を把握し、研究計画の遂行状況を確認する。 

（２）  競争的研究費等の管理体制の不備を検証する。 

（３）  不正防止のためのリスクアプローチ監査を行う。 

 

５． 競争的研究費等の運営・管理について 

 

本学における競争的研究費等の取扱いは、次のとおりとします。 
 

（１）  競争的研究費等の取扱い権限  

競争的研究費等の取扱い権限の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は学長が指名する副

学長（研究倫理委員会委員長）、コンプライアンス推進責任者は各研究科長、学部長、研究所長、セ

ンター長等とする。（図Ａ参照） 

なお、その事務処理は、総務部、財務部、管財部、学事部、図書館事務課、研究支援部及び当該

競争的研究費等の管理部署で取扱う。 

 

（２）  競争的研究費等の物品管理  

競争的研究費等により物品等（消耗品を含む。）を購入する場合は、「学校法人中部大学固定資産

及び物品調達規程」に準拠する。 
 

（３）  競争的研究費により雇用する研究員の出退勤管理  

競争的研究費等により雇用された研究員は、出勤・業務日誌を、担当教員の押印後翌月初めに予

算管理部署に提出しなければならない。 
 

（４）  競争的研究費による出張管理  

競争的研究費等による出張旅費等は、「出張・旅費規程」に準拠する。 
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（５）  取引停止  

競争的研究費等による物品等の購入の際に、不正な取引に関与した業者は、「学校法人中部大学固

定資産及び物品調達規程」第８条により、取引停止といった処分を受けることがある。従って、取

引業者にも不正対策に関する方針及びルール等を周知し、誓約書等の提出を求める。 

 

（６）  モニタリングの実施  

不正対策としてモニタリングを実施する。競争的研究費等の適正な運営・管理のため不正防止計

画の一環として、また、体制整備の充実に資するために実施する。 
 

（７）  競争的研究費等の使用に関する相談窓口等  

研究者が競争的研究費等を使用する際の相談窓口を、研究支援部及び当該競争的研究費等の管理

部署に設置する。また、違法行為の抑制・業務の適法化のための告発窓口は、研究倫理委員会委員

長とする。 
 

競争的研究費等に係る不正の告発があった場合には、「中部大学研究倫理委員会規程」により措置

する。（図Ｂ参照） 

 

６．研究上の不正行為に関する取扱いについて 

 

本学において行われる研究上の不正行為が生じた場合の取扱いは、次のとおりとします。 

 

（１）  研究上の不正行為の取扱い権限  

研究活動に係る不正防止の体制の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は学長が指名する

副学長（研究倫理委員会委員長）、研究倫理教育責任者は各研究科長、学部長、研究所長、センター

長等とする。（図Ａ参照） 

 

（２）  研究上の不正行為となる対象者  

本学の研究者（本学の専任教員に限らず、本学において研究活動に従事する者すべてを含み、学

生であっても研究活動に従事するときは研究者に準ずる。以下同じ。)又は本学の研究者であった者

が本学在籍中に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより

次の①～⑤を行った者 

①捏造・・・・・存在しないデータ、研究成果等を作成すること 

②改ざん・・・・研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得ら

れた結果等を真正でないものに加工すること 

③盗用・・・・・他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を

当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること 

④二重投稿・・・他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること 

⑤不適切なオーサーシップ・・・論文著作者が適正に公表されないこと 

 

（３）  疑惑への説明責任  

本学の研究者は、研究上の不正行為の告発を受けたときは、告発された事案に対して、自己の責
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３． 不正行為に係る調査・審理・判定の取扱いについて 

 

不正行為の告発を受けたときの取扱いは、次のとおりとします。 
 

（１）  不正行為に係る調査・審理・判定  

研究倫理委員会のもと、不正行為を取扱う委員会は、次の①～③とする。  

① 予備調査委員会  ② 調査委員会  ③ 不服審査委員会 
 

（２）  不正行為に係る裁定   

不正行為の裁定は研究倫理委員会の議を経て学長が行う。 
 

（３）  不正行為に係る処分  

不正行為の懲戒は懲戒委員会の議を経て理事長が行う。 
 

４． 内部監査 

 

学長のもとに内部監査委員会を置き、次のとおり内部監査を実施します。 
 

（１）  毎年度定期的に予算執行を把握し、研究計画の遂行状況を確認する。 

（２）  競争的研究費等の管理体制の不備を検証する。 

（３）  不正防止のためのリスクアプローチ監査を行う。 

 

５． 競争的研究費等の運営・管理について 

 

本学における競争的研究費等の取扱いは、次のとおりとします。 
 

（１）  競争的研究費等の取扱い権限  

競争的研究費等の取扱い権限の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は学長が指名する副

学長（研究倫理委員会委員長）、コンプライアンス推進責任者は各研究科長、学部長、研究所長、セ

ンター長等とする。（図Ａ参照） 

なお、その事務処理は、総務部、財務部、管財部、学事部、図書館事務課、研究支援部及び当該

競争的研究費等の管理部署で取扱う。 

 

（２）  競争的研究費等の物品管理  

競争的研究費等により物品等（消耗品を含む。）を購入する場合は、「学校法人中部大学固定資産

及び物品調達規程」に準拠する。 
 

（３）  競争的研究費により雇用する研究員の出退勤管理  

競争的研究費等により雇用された研究員は、出勤・業務日誌を、担当教員の押印後翌月初めに予

算管理部署に提出しなければならない。 
 

（４）  競争的研究費による出張管理  

競争的研究費等による出張旅費等は、「出張・旅費規程」に準拠する。 
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任において、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

 

（４）  研究・調査データ等の保存・開示義務  

本学の研究者は、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能な研究・調査データ等を

提示して発表する。したがって、資料（文書、数値データ、画像等）は、研究成果の発表後 10 年間、

試料（実験試料、標本）や装置等「もの」は、研究成果の発表後５年間保存し、必要な場合に開示

しなければならない。 

 

研究活動に係る不正の告発があった場合には、「中部大学研究倫理委員会規程」により措置する。

（図Ｂ参照） 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研研究究倫倫理理委委員員会会  

研研究究者者  

関関係係部部署署  

総務部 

財務部 

管財部 

学事部 

図書館事務課 

競争的研究費等

の管理部署 

最最高高管管理理責責任任者者  

（学長） 

統統括括管管理理責責任任者者  

（学術研究担当副学長） 

研研究究倫倫理理教教育育責責任任者者  

ｺｺﾝﾝﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｱｱﾝﾝｽｽ推推進進責責任任者者  

(各研究科長、学部長、 

研究所長、センター長等） 

（図Ａ） 

 

理理事事長長  

最最高高管管理理責責任任者者  

（学長） 
内内部部監監査査  

研研究究倫倫理理委委員員会会  

 

調査委員会 

↑ 

予備調査委員会 

懲懲戒戒委委員員会会  

不不正正防防止止計計画画推推進進  

研究推進企画室 

【関係部署】 

総務部、財務部、管財部 

学事部、図書館事務課 

申申しし立立てて窓窓口口  

（研究倫理委員会委員長） 

（図Ｂ） 



１９

 19 

 

【関連規程等】 

・中部大学における研究者の行動規範 

・中部大学公的研究費の使用に関する行動規範 

・中部大学研究倫理委員会規程 

・中部大学競争的研究費等の運営及び管理の取扱規程 

・中部大学研究上の不正行為に関する取扱規程 

・中部大学競争的研究費等に係る内部監査委員会規程 

・学校法人中部大学管理運営規則（職務に関すること） 

・学校法人中部大学就業規則第 34条（懲戒に関すること） 

・服務規程 

・出張・旅費規程 

・自家用車の業務使用に関する取扱要項 

・職員の外国出張旅費に関する規程 

・出張の手引き 

・学校法人中部大学固定資産及び物品調達規程（物品調達・取引停止に関すること） 
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任において、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

 

（４）  研究・調査データ等の保存・開示義務  

本学の研究者は、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能な研究・調査データ等を

提示して発表する。したがって、資料（文書、数値データ、画像等）は、研究成果の発表後 10 年間、

試料（実験試料、標本）や装置等「もの」は、研究成果の発表後５年間保存し、必要な場合に開示

しなければならない。 

 

研究活動に係る不正の告発があった場合には、「中部大学研究倫理委員会規程」により措置する。

（図Ｂ参照） 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研研究究倫倫理理委委員員会会  

研研究究者者  

関関係係部部署署  

総務部 

財務部 

管財部 

学事部 

図書館事務課 

競争的研究費等

の管理部署 

最最高高管管理理責責任任者者  

（学長） 

統統括括管管理理責責任任者者  

（学術研究担当副学長） 

研研究究倫倫理理教教育育責責任任者者  

ｺｺﾝﾝﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｱｱﾝﾝｽｽ推推進進責責任任者者  

(各研究科長、学部長、 

研究所長、センター長等） 

（図Ａ） 

 

理理事事長長  

最最高高管管理理責責任任者者  

（学長） 
内内部部監監査査  

研研究究倫倫理理委委員員会会  

 

調査委員会 

↑ 

予備調査委員会 

懲懲戒戒委委員員会会  

不不正正防防止止計計画画推推進進  

研究推進企画室 

【関係部署】 

総務部、財務部、管財部 

学事部、図書館事務課 

申申しし立立てて窓窓口口  

（研究倫理委員会委員長） 

（図Ｂ） 



２０

調査委員会の設置（必要に応じて設置）

　 ：研究倫理委員会委員のうち、委員長が指名した者

：研究倫理委員会が必要と認めた者

　 ：外部有識者

　なお、いずれの委員も申立者、調査対象者と

研究倫理委員会の下に、

予備調査委員会の設置（必ず設置）

　 ：研究倫理委員会委員のうち、委員長が指名した者

　

通
知

通
知

関係者からの事情聴取
関係資料の調査

通知

事
情
聴
取

調査命令

座　長

委　員

申　立　者

申立書を提出

学　長
不正行為申立て窓口

（研究倫理委員会委員長）

本
　
調
　
査

予
　
備
　
調
　
査

研究倫理委員会　【　審　理・判　定　】

報告

：調査対象者の所属する学部等の長

報告

研究倫理委員会　【　本調査の要否の判断　】

：その他、研究倫理委員会が必要と認めた者

配分機関等 懲　　戒

報告

調
査
対
象
者

通知

委　員

弁明の機会

報告

座　長

学　　長　【　裁　　定　】

　利害関係を有しない者とする

予 備 調 査 ・ 本 調 査
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２１

①

②

③

④

調査対象者の教育研究活
動の停止措置に関する所
属学部長への勧告

研究資金提供機関、関連
教育機関等への通知

研究倫理委員会

学　長

不正行為　【有】 不正行為　【無】

関連学会、学術誌、編集
委員会等への通知
その他不正行為の排除の
ための必要な措置

　調査対象者の教育研究活動
　への支障、名誉毀損等が
　あった場合の正常化・
　回復措置

研究倫理委員会　【　再調査・再審理　】

措
　
置

措
　
置

文
書
通
知

文
書
通
知

不服申立書
判定通知を受けてから10日以内

 報告

 報告

文
書
通
知

調査対象者申　立　者

 報告

文
書
通
知

判　　　定

調査委員会の委員で構成する

　　　　　※必要に応じて委員の交代又は追加を行う

不服審査委員会

学　長　【　裁　定　】

不服申立てがあった場合
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７． 研究活動に関する内部委員会の体制 

 

 

 

 

                            

                                              

               

                              

                                    

 

           

                                                   

 

                                

  

                               

        

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

               

 

 

 

 

                

  

  

大大    学学    協協    議議    会会  

利益相反委員会 

・利益相反に関すること 

＜倫理審査委員会＞ 

ヒトを対象とする倫理に関わる全ての研究及び関連する諸事象が「ヒトを対象とする医学

研究の倫理的原則を定めたヘルシンキ宣言」の倫理規範を踏まえ、「ヒトゲノム・遺伝子解

析研究に関する倫理指針」、「看護者の倫理綱領」及び「中部大学における人を対象とした

研究に関する倫理指針」等の趣旨に沿って正しく実施され、倫理に基づいて忠実に行なわ

れることを目的とする。 

学内外で研究を行う際に、法令等を遵守しなければ行うことができない研究（社会的コンセ

ンサスが必要とされている研究、個人情報の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命倫

理・安全対策に対する取組が必要とされている研究等）を含む場合には、学内委員会の審議

が必要となります。 

【関連規程】 
・中部大学協議会規程 

 
報告 報告 

【関連規程】 

・中部大学研究戦略委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学研究倫理委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学利益相反委員会規程 

 

 

 

研究倫理委員会 

・研究倫理に関すること 

・研究不正に関すること 

研究戦略委員会 

 

【関連規程】 

・中部大学倫理審査委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学組換えＤＮＡ実験規程 

・中部大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程 

・中部大学動物実験取扱規程 

・中部大学研究用微生物安全管理規程 
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８． 安全保障輸出管理について 

 

日本を始めとする主要国は、武器や軍事転用可能な貨物・技術が安全保障上懸念のある国家やテ

ロリストに渡ることを防ぐため、国際的に安全保障輸出管理の枠組みを作り、協調して厳格な管理

を行っています。大学においては、外国からの研究者や留学生への技術提供が規制対象となる可能

性がありますので、特にご留意ください。規制対象の範囲や許可申請の進め方等は全教員に配付し

ております『安全保障輸出管理ハンドブック』にてご確認ください。 
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７． 研究活動に関する内部委員会の体制 

 

 

 

 

                            

                                              

               

                              

                                    

 

           

                                                   

 

                                

  

                               

        

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

               

 

 

 

 

                

  

  

大大    学学    協協    議議    会会  

利益相反委員会 

・利益相反に関すること 

＜倫理審査委員会＞ 

ヒトを対象とする倫理に関わる全ての研究及び関連する諸事象が「ヒトを対象とする医学

研究の倫理的原則を定めたヘルシンキ宣言」の倫理規範を踏まえ、「ヒトゲノム・遺伝子解

析研究に関する倫理指針」、「看護者の倫理綱領」及び「中部大学における人を対象とした

研究に関する倫理指針」等の趣旨に沿って正しく実施され、倫理に基づいて忠実に行なわ

れることを目的とする。 

学内外で研究を行う際に、法令等を遵守しなければ行うことができない研究（社会的コンセ

ンサスが必要とされている研究、個人情報の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命倫

理・安全対策に対する取組が必要とされている研究等）を含む場合には、学内委員会の審議

が必要となります。 

【関連規程】 
・中部大学協議会規程 

 
報告 報告 

【関連規程】 

・中部大学研究戦略委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学研究倫理委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学利益相反委員会規程 

 

 

 

研究倫理委員会 

・研究倫理に関すること 

・研究不正に関すること 

研究戦略委員会 

 

【関連規程】 

・中部大学倫理審査委員会規程 

 

 

【関連規程】 

・中部大学組換えＤＮＡ実験規程 

・中部大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程 

・中部大学動物実験取扱規程 

・中部大学研究用微生物安全管理規程 
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９． リサーチツール特許・開放特許の使用について 

 

他者が保有する特許を無断使用して研究や発明を行うと、特許権侵害に該当する場合があります。 

 

特に、 

・リサーチツール特許 （https://plidb.inpit.go.jp/research/home） 

・開放特許      （https://plidb.inpit.go.jp/） 

として公開されている特許技術は、「無断で自由に使用可能」というものではなく、事前に権利者

から使用許諾を受ける必要があります（無償または有償の契約締結が必要な場合もあります）。 

 

1．「試験又は研究」に関する解釈 

特許法第 69条 1項には「試験又は研究」のためにする実施には特許権の効力が及ばないことが規

定されていますが、すべての試験又は研究について特許権の効力が及ばないわけではありません。

特許法第 69条 1項の「試験又は研究」の範囲は特許発明自体の「特許性調査」、「機能調査」及び「改

良・発展を目的とする試験」に限られるというのが通説です。 

他者の保有する特許権の対象となっているリサーチツールを、無許諾で作製するなどして自身の

調査又は研究に用いている場合、その特許権を侵害している可能性がありますのでご注意ください。 

 

2．特許権の効力が及ばないとされている例 

【特許発明自体の特許性調査】 

新規性、技術的進歩性の有無を調査するために行われる試験。 

（例：特許発明のマウスに新規性・進歩性があるかを調査） 

【特許発明自体の機能調査】 

特許発明が実施可能であるか、明細書記載どおりの効果を有するか、副作用等の副次的影響を生

ずるものか否か等の調査。 

（例：特許発明の細菌に明細書記載の効果があるかを検証） 

【特許発明自体の改良・発展を目的とする試験】 

特許発明の対象について、さらに改良を遂げ、より優れた発明を完成するための試験。 

（例：特許発明の稲をより優れた稲に改良するための試験） 

 

3．特許権の効力が及ぶとされている例 

【特許発明とは関係無い自身の試験又は研究のために特許発明を利用する場合】 

 開発した新薬の効果確認のために無許諾で特許権の対象を利用する試験。 

（例：開発した新薬を無許諾で特許発明のマウスで試験） 

 

 

[1.～3.引用] INPIT：特許権侵害の危険性について       

（https://plidb.inpit.go.jp/info/patent_infringement.html） 
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